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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月26日(2017.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　環境内でのモバイルコンピューティングデバイスの位置を計算するコンピュータ実施方
法であって、
　前記モバイルコンピューティングデバイスにおいて、光源から生じる符号化光信号を受
信することと、
　前記光源によって面上に投影される照明効果の中心の位置座標に関する情報を前記符号
化光信号から前記モバイルコンピューティングデバイスによって抽出することと、
　前記面に対する前記モバイルコンピューティングデバイスの方位を前記モバイルコンピ
ューティングデバイスによって決定することと、
　少なくとも部分的に、前記照明効果の位置及び前記モバイルコンピューティングデバイ
スの方位に基づいて、環境内での前記モバイルコンピューティングデバイスの位置を前記
モバイルコンピューティングデバイスによって計算することと、
　を含む、コンピュータ実施方法。
【請求項２】
　前記計算することは、前記照明効果の前記中心からの前記モバイルコンピューティング
デバイスの距離を計算することを含む、請求項１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項３】
　前記モバイルコンピューティングデバイスのカメラレンズの焦点から前記カメラレンズ
の中心軸に沿った面へと延在する第１のベクトルと、前記焦点から前記照明効果の中心へ
と延在する第２のベクトルとの間の角度を前記モバイルコンピューティングデバイスによ
って計算することを更に含み、前記位置の計算は、この角度に更に基づく、請求項２に記
載のコンピュータ実施方法。
【請求項４】
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　前記角度の計算は、少なくとも部分的に、前記モバイルコンピューティングデバイスの
ディスプレイ上の前記照明効果の描出と、前記ディスプレイの中心との間の距離に基づく
、請求項３に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項５】
　前記位置の計算は、前記面からの前記モバイルコンピューティングデバイスの推定基準
距離に更に基づく、請求項２に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項６】
　前記計算は、前記光源からの前記モバイルコンピューティングデバイスの距離を計算す
ることを含む、請求項１に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項７】
　前記面に垂直である第１のベクトルと、前記光源から前記モバイルコンピューティング
デバイスへと延在する第２のベクトルとの間の角度を前記モバイルコンピューティングデ
バイスによって計算することを更に含む、請求項６に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項８】
　前記角度の計算は、少なくとも部分的に、前記モバイルコンピューティングデバイスの
ディスプレイ上の光源の描出と、前記ディスプレイの中心との間の距離に基づく、請求項
７に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項９】
　前記面からの前記光源の基準距離を、前記モバイルコンピューティングデバイスによっ
て前記符号化光信号から抽出することを含み、前記光源からの前記モバイルコンピューテ
ィングデバイスの距離の計算は、前記基準距離に基づく、請求項６に記載のコンピュータ
実施方法。
【請求項１０】
　前記面に沿って前記モバイルコンピューティングデバイスから前記光源とは反対の面上
の位置へと延在する第１のベクトルと、磁極に対して予め規定された第２の基準ベクトル
との間の角度を前記モバイルコンピューティングデバイスによって決定することを更に含
み、前記光源からの前記モバイルコンピューティングデバイスの距離の計算は、抽出され
た角度に基づく、請求項６に記載のコンピュータ実施方法。
【請求項１１】
　１つ又は複数のプロセッサと、
　前記１つ又は複数のプロセッサに動作可能に結合されたメモリとを含むモバイルコンピ
ューティングデバイスであって、前記メモリは、前記１つ又は複数のプロセッサに、
　　光源から生じる符号化光信号を受信することと、
　　前記光源によって面上に投影される照明効果の中心の位置座標を前記符号化光信号か
ら抽出することと、
　　前記面に対する前記モバイルコンピューティングデバイスの方位を決定することと、
　　前記モバイルコンピューティングデバイスのカメラレンズの焦点から前記カメラレン
ズの中心軸に沿って前記面へと延在する第１のベクトルと、前記焦点から前記照明効果の
前記中心へと延在する第２のベクトルとの間の角度を計算することと、
　　前記照明効果の前記中心の位置座標と、前記モバイルコンピューティングデバイスの
方位と前記角度とに少なくとも部分的に基づいて、環境内での前記モバイルコンピューテ
ィングデバイスの位置を計算することとを実行させる指示を記憶する、モバイルコンピュ
ーティングデバイス。
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